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合格者及び保護者の皆様 

 

熊本県立大学 入学金 の納入について 
 

  入学手続には、入学金の領収書を提出することとなっています。 

下記事項をご確認いただき、同封の「払込取扱票」（以下「払込票」）で期限内に納入ください。 

 なお、別紙１の「入学金納付時期の猶予について」の猶予対象者に該当する方で、猶予をご希望

の方は、入学手続とあわせて所要の手続きを行ってください。 

 ※修学支援法に基づく入学金及び授業料の減免を申請される場合は、今回送付している「振込

票」では支払わず、同封の資料１８「修学支援法に基づく入学金及び授業料の減免について」

により手続きを行ってください。 

記 

 

① 払込票の種類が ２種類 ありますのでご注意ください。 
 県内生用と県外生用の２種類となっております。該当する払込票でお支払いください。 

（ご不明な場合は、お問い合わせください。） 

 

 

 

 

 

 

② お支払いは、郵便局・ゆうちょ銀行 でお願いします。 
それ以外の金融機関では、お取扱いできませんのでご了承願います。また、払込手数料につい

ては、別途、払込者にてご負担願います。 

なお、お振り込みの際は、払込票の３連符とも氏名などの必要箇所を必ず記入してください。 

お支払い後は、払込票の右側２枚を郵便局・ゆうちょ銀行から受け取り、振替払込受付証明書

（お客さま用）を入学手続き時に提出してください。 

 

③ 納付期限は、令和４年３月１５日（火）となっています。 

 土曜日、日曜日及び休日は、郵便局・ゆうちょ銀行窓口でのお支払いはできませんので、ご注意

ください。 

 

熊本県立大学 

  熊本市東区月出３丁目１番１００号 

  TEL：096-321-6606 （直通） 

  総務課財務班 担当 ： 井上 

○県内生とは・・・ 

入学者と同一世帯の主な生計維持者（通常は世帯主）が、令和４年３月１５日の６ヶ月前（令

和３年９月１５日）から引き続き熊本県内に住所を有する者をいいます。 

※ 県内生の方は、入学手続き時に世帯全員の住民票（住民となった年月日の記載があるも

の）が必要です。 


